
   ○宇都宮市子どもの家条例 

令和２年３月２４日 

条例第２６号 

 （設置） 

第１条 小学校に就学している児童であって，その保護者が労働等により昼間家庭にいな

いものに，適切な遊び及び生活の場を与えて，その健全な育成を図るため，子どもの家

を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 子どもの家の名称及び位置は，別表のとおりとする。 

 （事業） 

第３条 子どもの家は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規

定する放課後児童健全育成事業その他子どもの家の目的を達成するために必要な事業を

行う。 

 （対象児童） 

第４条 子どもの家を使用することができる者は，市内の小学校に就学している児童であ

って，その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。ただし，市長が特に必

要があると認めるときは，この限りでない。 

 （使用許可） 

第５条 子どもの家を使用しようとする児童の保護者は，市長の許可を受けなければなら

ない。 

２ 市長は，子どもの家の管理上必要があると認めるときは，前項の許可に条件を付する

ことができる。 

 （使用許可の制限） 

第６条 市長は，子どもの家の使用が施設の管理又は事業の実施上支障があると認めると

きその他市長が適当でないと認めるときは，その使用を許可しない。 

 （使用料） 

第７条 第５条第１項の許可を受けて子どもの家を使用する児童（以下「使用児童」とい

う。）の保護者は，使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料の額は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める額と

する。 



 

 ⑴ 基本使用（午後６時までの使用をいい，次号に掲げるものを除く。以下同じ。） 

月額７，６００円 

⑵ 小学校の次の表の左欄に掲げる休業日（以下「長期休業日等」という。）のみの使

用（午後６時までの使用をいう。以下同じ。） 次の表の左欄に掲げる区分に応じ，

同表の右欄に定める額 

 

区分 金額 

夏季休業日 １期につき      １２，８００円 

学期間休業日 １期につき         ９２０円 

冬期休業日 １期につき       １，８００円 

学年末休業日 １期につき       ２，３００円 

学年始休業日 １期につき       ２，３００円 
 

 ⑶ 延長使用（午後６時からの使用をいう。以下同じ。） 日額１００円 

３ 使用児童の保護者は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日ま

でに使用料を納付しなければならない。 

 ⑴ 基本使用 使用月の初日。ただし，月の途中から使用を開始する場合は，使用開始

日 

⑵ 小学校の長期休業日等のみの使用 使用開始日 

 ⑶ 延長使用 使用月の翌々月の初日 

４ 市長は，特別の理由があると認めるときは，使用料の全部又は一部を免除することが

できる。 

５ 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，そ

の全部又は一部を還付することができる。 

 （許可の取消し等） 

第８条 市長は，使用児童又は使用児童の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは，子どもの家の使用を制限し，又はその許可を取り消すことができる。この場

合において，使用児童又は使用児童の保護者が損害を受けることがあっても，市は，そ

の責めを負わない。 

 ⑴ この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。 

 ⑵ 第５条第２項の条件に違反したとき。 

⑶ 第６条の規定に該当するとき。 

 ⑷ 詐欺その他不正な手段により第５条第１項の許可を受けたとき。 



 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか，市長が管理上必要があると認めるとき。 

 （指定管理者による管理） 

第９条 市長は，子どもの家の設置目的を効果的に達成するため，地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定による指定管理者（以下「指定管理者」

という。）に子どもの家の管理を行わせることができる。 

 （指定管理者が行う業務の範囲） 

第１０条 前条の規定により指定管理者に子どもの家の管理を行わせる場合において，当

該指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 

 ⑴ 第３条に規定する事業 

 ⑵ 子どもの家の利用の許可及び制限 

 ⑶ 子どもの家の維持及び管理 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務 

２ 前項に規定する場合において，第５条，第６条及び第８条の規定の適用については，

これらの規定中「市長」とあるのは，「指定管理者」とする。 

 （管理の基準） 

第１１条 指定管理者は，この条例，この条例の施行規則及び子どもの家の管理に関する

協定の定めるところに従い，適正に子どもの家の管理を行わなければならない。 

 （利用料金） 

第１２条 第１０条第１項に規定する場合において，第５条第１項の許可を受けて子ども

の家を利用する児童（以下「利用児童」という。）の保護者は，利用料金を指定管理者

に納付しなければならない。 

２ 第７条の規定は，利用料金については，適用しない。 

３ 第１項に規定する場合において，第５条の規定の適用については，同条の見出し中

「使用許可」とあるのは「利用許可」とし，同条第１項中「使用」とあるのは「利用」

とし，第６条の規定の適用については，同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用

許可」とし，同条中「使用」とあるのは「利用」とし，第８条の規定の適用については，

同条中「使用児童又は使用児童の保護者」とあるのは「第５条第１項の許可を受けて子

どもの家を利用する児童又はその保護者」と，「使用を」とあるのは「利用を」とする。 

４ 利用児童の保護者は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日ま

でに利用料金を納付しなければならない。 



 

 ⑴ 基本利用（午後６時までの利用をいい，次号に掲げるものを除く。） 利用月の初

日。ただし，月の途中から利用を開始する場合は，利用開始日 

⑵ 小学校の長期休業日等のみの利用（午後６時までの利用をいう。） 利用開始日 

 ⑶ 延長利用（午後６時からの利用をいう。） 利用月の翌々月の初日 

５ 指定管理者は，第１項の利用料金を自己の収入として収受するものとする。 

 （利用料金の額） 

第１３条 前条第１項の利用料金の額については，第７条第２項の規定を準用する。この

場合において，同項中「前項の使用料」とあるのは「第１２条第１項の利用料金」と，

同項第１号中「基本使用」とあるのは「基本利用」と，「の使用」とあるのは「の利

用」と，同項第２号中「の使用」とあるのは「の利用」と，同項第３号中「延長使用」

とあるのは「延長利用」と，「の使用」とあるのは「の利用」と読み替えるものとする。 

 （利用料金の減免） 

第１４条 指定管理者は，市長が特別の理由があると認めるときは，利用料金の全部又は

一部を免除することができる。 

 （利用料金の不還付） 

第１５条 既納の利用料金は，還付しない。ただし，指定管理者は，市長が特別の理由が

あると認めるときは，その全部又は一部を還付することができる。 

 （委任） 

第１６条 この条例の施行について必要な事項は，市長が定める。 

   附 則 

 この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

 

名称 位置 

中央小子どもの家 宇都宮市中央本町１番２９号 

東小子どもの家 宇都宮市東塙田１丁目６番１４号 

西小子どもの家 宇都宮市西１丁目２番１３号 

簗瀬小子どもの家 宇都宮市南大通り２丁目６番６号 

西原小子どもの家 宇都宮市西原２丁目５番４２号 

戸祭小子どもの家 宇都宮市戸祭１丁目１０番２５号 

今泉小子どもの家 宇都宮市元今泉１丁目７番２９号 

昭和小子どもの家 宇都宮市戸祭元町１番１５号 

陽南小子どもの家 宇都宮市大和１丁目１０番１５号 

桜小子どもの家 宇都宮市桜３丁目２番２２号   



 

  
錦小子どもの家 宇都宮市錦２丁目７番１５号 

細谷小子どもの家 宇都宮市細谷１丁目４番３８号 

峰小子どもの家 宇都宮市峰３丁目２０番１７号 

石井小子どもの家 宇都宮市石井町１２１３番地 

富士見小子どもの家 宇都宮市鶴田町２７０８番地３ 

平石中央小子どもの家 宇都宮市下平出町４７９番地 

平石北小子どもの家 宇都宮市平出町１８０４番地２ 

清原中央小子どもの家 宇都宮市道場宿町８４８番地 

清原南小子どもの家 宇都宮市上籠谷町１４０１番地 

清原東小子どもの家 宇都宮市氷室町１７１３番地１ 

横川中央小子どもの家 宇都宮市屋板町１０７２番地 

横川東小子どもの家 宇都宮市下栗町９６３番地 

横川西小子どもの家 宇都宮市上横田町８５０番地 

瑞穂野北小子どもの家 宇都宮市下桑島町４６５番地 

瑞穂野南小子どもの家 宇都宮市西刑部町４４４番地 

豊郷中央小子どもの家 宇都宮市関堀町３７０番地５ 

豊郷南小子どもの家 宇都宮市竹林町５３２番地 

豊郷北小子どもの家 宇都宮市横山町４１１番地３ 

国本中央小子どもの家 宇都宮市宝木本町２５５０番地４ 

国本西小子どもの家 宇都宮市新里町丁２９２番地 

城山中央小子どもの家 宇都宮市大谷町１４０２番地 

明保小子どもの家 宇都宮市下荒針町３４５６番地２ 

城山東小子どもの家 宇都宮市駒生町２３６０番地 

富屋小子どもの家 宇都宮市徳次郎町６６番地１ 

篠井小子どもの家 宇都宮市下小池町５６９番地１５８ 

姿川中央小子どもの家 宇都宮市下砥上町１２１番地 

姿川第一小子どもの家 宇都宮市西川田本町３丁目１１番１５号 

姿川第二小子どもの家 宇都宮市砥上町５２番地 

雀宮中央小子どもの家 宇都宮市雀の宮３丁目１０番１３号 

雀宮東小子どもの家 宇都宮市下反町町２５６番地１ 

雀宮南小子どもの家 宇都宮市南町３番３号 

泉が丘小子どもの家 宇都宮市泉が丘７丁目１２番１４号 

緑が丘小子どもの家 宇都宮市緑３丁目５番３号 

宮の原小子どもの家 宇都宮市宮原４丁目１番１４号 

御幸小子どもの家 宇都宮市御幸本町４６３８番地１ 

宝木小子どもの家 宇都宮市駒生町３３６４番地２９ 

城東小子どもの家 宇都宮市城東２丁目２３番１号 

陽東小子どもの家 宇都宮市陽東２丁目１６番３６号 

御幸が原小子どもの家 宇都宮市御幸ケ原町５３番地２ 

五代小子どもの家 宇都宮市五代２丁目２２番３３号 

陽光小子どもの家 宇都宮市緑５丁目３番１６号 

瑞穂台小子どもの家 宇都宮市瑞穂１丁目２２番地 

晃宝小子どもの家 宇都宮市宝木本町１２６３番地１ 

新田小子どもの家 宇都宮市針ケ谷１丁目１８番２１号 
  



 

  
海道小子どもの家 宇都宮市海道町３５番地１ 

西が岡小子どもの家 宇都宮市宝木町２丁目１０７５番地１２ 

上戸祭小子どもの家 宇都宮市上戸祭町２７１番地１ 

上河内東小子どもの家 宇都宮市下小倉町１３０２番地 

上河内西小子どもの家 宇都宮市松風台１２００番地２２０ 

上河内中央小子どもの家 宇都宮市中里町２０１番地１ 

岡本小子どもの家 宇都宮市中岡本町２６２３番地 

白沢小子どもの家 宇都宮市白沢町１６４３番地 

田原小子どもの家 宇都宮市上田原町３５５番地 

岡本西小子どもの家 宇都宮市中岡本町３７０９番地２ 

岡本北小子どもの家 宇都宮市中岡本町２４８１番地１ 

田原西小子どもの家 宇都宮市立伏町４６２番地６６ 

ゆいの杜小子どもの家 宇都宮市ゆいの杜３丁目１５番３０号 

 


